
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
一
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
二
の
七
の
表
国
際
交
流
課
の
項
第
二
号
２
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
東
日
本
大

１
　
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

○

パ
ス
ポ
ー

震
災
の
被
災

震
災
特
例
旅
券
の
作
成
　

ト
セ
ン
タ

者
に
係
る
一

ー
所
長

般
旅
券
の
発

給
の
特
例
に

２
　
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旅
券
法
　

○

パ
ス
ポ
ー

関
す
る
法
律

第
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
震
　

ト
セ
ン
タ

（
平
成
二
十

災
特
例
旅
券
の
交
付
　

ー
所
長

三
年
法
律
第

●
●
●
号
）

の
施
行
に
関

す
る
事
務

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
職
員
に
対
す
る
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
…
…
…
…
一

関
す
る
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
二
十
号

山
梨
県
職
員
に
対
す
る
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務

取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
職
員
に
対
す
る
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る

事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
に
対
す
る
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務

取
扱
規
則
（
平
成
二
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
職
員
に
対
す
る
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す

る
事
務
取
扱
規
則

第
一
条
中
「
対
す
る
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
対
す
る
平
成
二
十
二
年
度
等
」
に
、「
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
を
「
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年

度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手

当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す

る
法
律
施
行
令
」
に
、「
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」

を
「
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
、
平
成
二
十
三
年
三
月
」
の
下
に
「
か
ら
同
年
九
月
ま
で
の
間
」
を
加
え
る
。

附
　
則

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
一
号
　
　
平
成
二
十
三
年
六
月
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

六
月
八
日

号
外
第
五
十
一
号

水　曜　日
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